
 

 

 

 

 

 

 

記事内容 
２ページ ・産業振興ビジョンアンケートのお願い 

・労働保険事務組合からのお知らせ 
３ページ ・金融インフォメーション 

・ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金のご案内 
・健康診断のご案内 

４ページ ・パソコン教室受講生募集中 
     ・各種セミナーのご案内 

     

第２８回「新年会員事業所の集い
 先日１月９日(金)加茂市産業センターにて、新年恒例

なっています「第２８回新年会員事業所の集い」が来賓

会員事業所約２４０名の出席を得て盛大に開催されまし

 式典では、阿部会頭の年頭挨拶、来賓各位よりご挨拶

だき、第２部の新春講演会では、日本テレビ系番組「マ

虎」に出演するなど、平凡な主婦から事業を起こし、５

１００億円企業を築き上げた、女性経営者㈱健康プラザ

代表取締役 臼井 由妃（うすい ゆき）氏を迎え、「

転換が成功を呼ぶ」というテーマでご講演をいただきま

なお、講演要旨は、当所ホームページに掲載してありま

 今回、ご欠席の方は、来年はぜひご出席ください。 
 
 
 
 

確定申告は無料納税相談会でお早めに！ 
～所得税の確定申告の受付は２月１６日から３月１５

平成１５年分の無料納税相談が下記日程で開催されます

●白色申告・還付申告相談 日時：２月１８日（水）、

午前９時３０分～

会場：加茂市役所３階会

※還付申告者とは次のような方です。 
・給与所得者や公的年金受給者の方で「医療費控除

・給与を２カ所以上から受け取っている方 
・年の途中で退職し、再就職していない方 

●青色申告会員納税相談 日時：３月１日（月）、２

              会場：加茂商工会議所会

 ※当日ご持参いただくもの 
１．申告関係書類 ２．前年度の確定申告書、決算書ま

徴収票 ４．印鑑 
 
当商工会議所では、改正消費税に関する無料個別相談

相談ください。 
☆日 時：平成１６年１月２６日(月)・２７日(火
☆場 所：加茂商工会議所研修室 
☆相談員：西村税理士事務所 所長 西村一博 

☆相談料：無 料 ☆定 員：２０名（定員
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※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥ
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１９日（木） 
午後３時３０分 
議室（TEL５２－００８０） 

」、「住宅借入金等特別控除」を受ける方 

日（火）午前９時３０分～午後３時 
議室（TEL５２－１７４０） 

たは収支内訳書の控え ３．各種控除証明書、源泉   

会を下記のとおり開催いたしますので、お気軽にご

) 午前９時～午後３時（１事業所３０分程度） 

氏 
になり次第締め切ります） 

 
Ｌ52-1740（担当／指導課：難波、高畑）まで。 
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産業振興ビジョン・アンケート調査実施のお願い 
 近年の経済情勢は目まぐるしく変化していますが、当商工会議所では、地場産業の方向性や将来計画の策

定が重要課題と考え、産業振興ビジョン策定の作業を進めています。 
この度、加茂市の地場産業が置かれている現状や抱えている問題点を把握するため、アンケートを実施し

ます。 
アンケートは１月下旬頃に、各事業所宛に発送する予定です。各項目を計数分析し、産業ビジョン策定に

反映させたいと存じますので、多くの事業所がご回答くださるようご協力をお願い申し上げます。 
 

 

加茂商工会議所・労働保険事務組合からのお知らせ 
※改正労働基準法の施行について ～平成１６年１月１日から施行されました～ 
項目 改正ポイント 解説 

① 原則 3 年に延長する。（現行は 1

年） 

② 高度の専門的な知識等を有する者

や満 60 歳以上の者については、5 年と

する。 

〔第 14 条第 1 項〕 

②の特例の対象となる労働者の範囲については、大臣告示で定め

ることとされており、具体的には、弁護士、公認会計士など専門的な

知識、技術又は経験であって高度なものを有しており、自らの労働

条件を決めるに当たって、交渉上、劣位に立つことのない労働者と

することが想定されている。 

「有期労働契約の締結及び更新・雇止

めに関する基準」を定め、当該基準に

基づき、労働基準監督署が必要な助

言・指導を行う。 

 

〔第 14 条第 2 項、第 3 項〕 

基準は大臣告示。〔現行=指針〕 

① 契約の締結に際し、更新の有無及びその考え方、更新・雇止め

を行う場合の判断基準を説明するように努めること。 

② 更新に際し、契約期間を不必要に短くすることなく、契約の実態

や労働者の希望に応じ、できるだけ長くするよう努めること。 

③ 雇止めをする場合は、少なくとも 30 日前に予告するよう努めるこ

と。 

④ 雇止めをする場合は、労働者が望んだ場合には「契約期間の満

了」とは別に更新をしない理由を告知するよう努めること。  

 

契約

期間

の上

限の

延長 

有期契約労働者は、一定の場合を除

き（注）、当該労働契約の期間の初日

から 1 年を経過した日以後において

は、いつでも退職することができる。 

 

〔附則第 137 条〕 

改正法附則第 3 条〔施行 3 年経過後の検討に基づく必要な措置〕に

よる措置が講じられるまでの暫定措置とされている。 

（注）暫定措置が適用とならない場合とは、 

① 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約の場合 

② 第 14 条第 1 項各号に規定する労働者（高度で専門的な知識等

を有する者及び満 60 歳以上の者）の場合  

就業

規則 

就業規則の必要的記載事項に「解雇

の事由」を含める。 

〔第 89 条第 3 号〕 

解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に「解雇

の事由」を記載することを法律上義務付けたもの。 

上記の他、解雇に関する改正として、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められな

い場合は、解雇が無効となる規定が新設されました。また、労働契約締結時に解雇の事由を書面により明示

しなければならないとされました。他、裁量労働制に関する改正として、専門業務型裁量労働制を導入する

場合には、労使協定で定めるところにより措置を講ずることを、労使協定で定めなければならないこととさ

れました。既に導入している場合は、上記事項について労使協定で定めた上で改めて、労働基準監督署に届

け出なければなりません。 

※お問い合わせは、三条労働基準監督署ＴＥＬ３２－１１５０又は当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 

業務課（担当／阿久津、佐藤）まで。 
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金融インフォメーション～金融総合相談･企業情報サービスをご利用ください～   

 国民生活金融公庫と新潟県信用保証協会担当者による金融総合相談会を下記により開催します。 

１．日時・場所･･･１月２０日（火）午前１０時～午後３時  於：加茂商工会議所研修室 

２．必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

３．お 申 込 み･･･１月１９日（月）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡ 

制   度   名 現在の利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．４ 

≪丸経資金をご利用ください≫ 
当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業等経営改

善資金（無担保・無保証人）」並びに「普通貸付」の利率は、現
在右記のとおりです。 
※詳しくは、当商工会議所TEL５２－１７４０（担当／桑原、
難波、佐藤）まで。 

普  通  貸  付 １．７ 

 

ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金 ＜第１次募集スタート＞ 

新潟県では、県内における新しい事業展開や有望な産業分野への進出を応援するために、中小企業者等が

行う新技術開発や新商品開発などの経費の一部を補助する平成１６年度「ゆめ・わざ・ものづくり」支援補

助金の第１次募集が１月１９日（月）から２月２０日（金）まで行われます。ご希望の方はお早めにお申し

込みください。 

＜内 容＞ 

◎ゆめづくり支援補助金： 
事業シーズを新たな事業展開に結びつけるための準備段階（企画・調査・立案及び事業可能性調査）に

要する経費の一部を補助します。 
 ◎わざづくり支援補助金： 

従来にない新しい技術の研究開発等に要する経費の一部を補助します。 
◎ものづくり支援補助金： 

独自の技術やアイデアなど今までにない画期的商品を開発し、新規市場の創出や新たな事業展開を図る

場合の商品開発(試作)に関する経費の一部を補助します。 
 補助金額 補助率 
ゆめづくり支援補助金 ５０～１００万円 １／２以内 
わざづくり  〃 １００～２，０００万円 ２／３以内 
ものづくり  〃 １００～３００万円 １／２以内 

＜募集期間＞ 平成１６年１月１９日（月）～２月２０日（金）まで(必着) 

＊お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）又は新潟県工業技

術総合研究所・加茂センターＴＥＬ５２－０１３３まで。 

定期健診のご案内～受診料の一部を当商工会議所が補助します～  
 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられています。企業発展のためには、従業員の健康管理

が一番大切です。当商工会議所では、より受診しやすいよう受診料の一部補助を行っていますので、この機

会に従業員全員が受診されますようご案内申し上げます。 

１．対 象 者         加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時 

３．受診コース（税込み） 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、いずれも加茂市産業センターです） 
(社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960 
平成１５年度は既に終了しました。4 月以降に予定しています。 

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

２月１３日（金）        
（午前８：３０～１１：３０） 

①政府管掌生活習慣病検診（３５歳以上）５，８８０円 ②Ａコース（全員対象）６，９３０円 
③Ｂコース（３５歳未満、３６～３９歳で医師が認めた場合）２，３１０円 
＊②、③は、当所より１，０００円補助した特別料金です。 
＊①政府管掌生活習慣病検診はキャンセル待ちの状況で、お申し込みされてもキャンセル待ちとなります

ので、あらかじめご了承ください。 
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL５２－１７４０ 業務課（担当／桑原・堀川）まで。 
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大好評！！～親切、丁寧、分かりやすい個別フリーレッスン制～ 
加茂商工会議所パソコン教室（１月～３月）只今募集中！ 
 

講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎コース 

②インターネットコース 

③ワード基礎コース 

④ワード応用コース 

⑤エクセル基礎コース 

⑥エクセル応用コース 

⑦ホームページ作成コース 

⑧アクセス２０００コース（データベース） 

⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション） 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

＊

 

●

決

中

と

 
所

額

８

※

・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０～２０：３０ 
    （全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となりますので、

お早めにご予約ください） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円

・テキスト代：①～⑦ ３,４６５円 
       ⑧～⑨ ２,１００円  
※雇用促進協議会会員事業所及び従業員 
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個人のレベルにあわせたフリーレッスン制ですので、安心して受講いただけます。 

の方は受講料を全額補助いたします。 

 

日程 
 コース名 Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

第１回 １／２６日（月） ２／１６日（月） ３／ １日（月） ３／１５日（月） 

第２回 ２８日（水） １８日（水） ３日（水） １７日（水） 

第３回 ３０日（金） ２０日（金） ５日（金） １９日（金） 

第４回 ２／ ２日（月） ２３日（月） ８日（月） ２２日（月） 

第５回 ４日（水） ２５日（水） １０日（水） ２４日（水） 

第６回 ６日（金） ２７日（金） １２日（金） ２６日（金） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 指導課（担当／近藤）まで。 

算対策に有効！ 

「経営者のための戦略財務」セミナーのご案内 
主催：アクサ生命㈱ 新潟県央営業所／共催：加茂商工会議所 

現在の日本経済は、世界経済の成長鈍化に伴う情報及び電気関連事業の大幅な業績悪化やペイオフ解禁の

での金融機関の再編や企業会計制度の見直し等、企業をとりまく環境がめまぐるしく変化しております。 
このような環境下において、より有効な財務対策の一環としてお役に立てる「経営者のための戦略財務」

題したセミナーを開催いたします。この機会に是非ご参加いただけますようご案内申し上げます。 
〇日 時：平成１６年２月１３日（金） １３：３０～１６：３０ 
〇場 所：三条商工会議所会館 ４階会議室 
〇講 師：㈱フォルテッツァ代表取締役、㈱M＆A 代表取締役 井上 得四郎 氏 
〇テーマ：「有効な決算対策をお教えします～経営者のための戦略財務～」 
〇定 員：１００名（定員になり次第締め切らせていただきます） 
〇参加費：無料 
※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／総務課：山田）まで。 

～商工会議所会員入会資格が大幅に拡大＝ほとんどの事業者が加入できます～ 

商工会議所会員加入キャンペーン実施中！！ 
当商工会議所では、現在会員加入キャンペーンを実施中です。正会員の加入資格も広がりましたので、近

、お知り合いで商工会議所会員に入会をご希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。会費

は従業員規模等によって計算されます。（法人事業所基本年会費１２，０００円、個人事業所基本年会費

，０００円） 
お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０総務課（担当／山田）まで。 


